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Washington州投票要約： 

主導権第 1000号に関する住民の直接投票第 88号 
 

選挙日：2019年 11月 5日 
 

投票名称（投票用紙に記載される名称）：  
 

主題の声明  

議会は差別を是正する差別是正措置に関する主導的手段第 1000 号を可決し、有権者は

本法令に関する十分な住民の直接投票請願を申請しました。 
 

簡潔な説明：  

主導権第 1000 号は州が特定グループへの差別を是正し、公共教育、雇用および契約に

おける割当、（定義のような）優遇措置を使用しなくても差別是正措置を実施できるよ

うになります。  
 

主導権第 1000号を 承認 [ ] 拒否しますか [ ] 
 

投票法案の要約 

主導権第 1000 号は州が特定の不利な立場に置かれているグループに対して文書化され

たあるいは実証された差別を是正することができるようになります。法的措置が割当、

優遇措置を使用しない場合、州が公共教育、雇用および契約において差別是正措置を実

施することができるようになります。それは差別是正措置や優遇措置の意味を定義しま

す。また、州の行政機関による準拠、議会に対する意見、および年次報告の出版を確実

にするために、多様性、公平性、一体性に関する州知事の委員会を制定します。  
 
 

背景： 

差別是正措置に関する主導権第 1000号は議会への主導権で、2019年 4月 28日に I-1000

で承認されました。Washington 州多様性、公平性および一体性法令になりました。法

律で認められているように、住民の直接投票請願が申請され、十分な署名が集まれば、

I-1000が有権者に紹介され、11月の投票用紙に記載されることが義務付けられます。こ

れは達成されました。今、有権者は議会の措置に同意するか決断しなければなりません。

R-88 の表現は I-1000 の表現と同一です。「承認」投票は議会によって承認されたよう
に、I-1000はまだ法律であるという意味です。  
 

1998 年、Washington 州有権者は主導権第 200 号を承認しました。市民のための本主導

権は公的雇用、教育または契約において人種、性別、肌の色、民族性、国籍を基に個人、

グループに対する差別あるいは優遇措置を州政府機関に禁止しました。主導権は 57%の

有権者承認によって 1998年に可決されました。Washington州最高裁判所は I-200を「人
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種や性別が政府が資格の上で優れている応募者よりも資格の上で劣っている応募者を選

択するために使用される逆差別の禁止」として解釈しました。主導権第 1000 号の意図

は I-200の可決から発生している差別を是正することです。 
 

R-88の影響：主導権が可決されれば、次のようになります。 

1. 割当や優遇措置を使わない差別是正措置の使用を回復する。 

2. 身体障害、年齢、性的指向および名誉除隊した退役軍人を無差別要因のリストに

加える。 

3. 優遇措置の意味を資格の上で優れている応募者よりも資格の上で劣っている応募

者を選択する唯一の理由としての一つの要因使用として定義される。 

4. 容認可能な差別是正措置活動の意味は割当や優遇措置の使用を含まないものとし

て定義される 

5. 多様性、公平性および一体性に関する州知事の委員会を設立する。 
 

賛成意見： 

I-200 の可決は女性やマイノリティが所有するビジネスによる州契約への参加に悪影響

を与えました。公共部門による女性やマイノリティの雇用に対する文書化された悪影響

を減らそうとする議会の試みは成功しませんでした。Gary Locke 前州知事は、公共教育

や雇用機会にまで及んでいるこれまでの差別に対する発言の中で「I-1000 はリクルート

や対外活動が容認されることを単に明らかにしたにすぎない」と説明しています。 
 
 

反対意見： 

R-88 の対抗者は、I-200 は一般投票の大多数によって承認されたので、差別是正措置に

関する法律を変えるには一般投票にかけなければならないと宣言しています。割当や優

遇措置がない差別是正措置を再度紹介することは「すべての人々への平等性の標準を廃

止し、異なる人種のための異なる規制を使用するシステムに取り替えることになるので

争いの種になり」、アジア人が対象になると反論します。また、名誉除隊した退役軍人

の一体性は退役軍人の雇用に優先権を提供している現行法令と矛盾するので、排除され

ると懸念しています。   
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